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岐阜労働局
労働基準監督署・ハローワーク

新型コロナウイルス感染拡大防止
等の観点から、積極的にご活用く
ださい。

・電話による相談
・電子申請
・郵送

「求人者マイページ」
求人者マイページは、

求人サービスをオンライ
ン上で受けられる事業者
向けの専用ページです。

〈主なサービス〉
〇求人の申込み
〇申し込んだ求人内容の確認・変更や求人の募集停止など
〇画像情報の登録
〇ハローワークからオンラインで職業紹介
〇求職者からオンラインで直接応募の受付

令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、
石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告す
る制度がはじまります。

報告は、原則として石綿事前調査
結果報告システムから電子申請で
行っていただきます。

石綿事前調査結果報告システムを
利用するためには「GビズID」を
取得していただく必要があります。

事前の準備が
必要です

詳しくは、
石綿情報総合ポータルサイトで

Point１
令和4年春から
制度が変わります

Point２ 報告はパソコン・
スマートフォンで

Point３

石綿事前調査結果の電子報告がはじまります！

公正な採用選考を目指して
公正な採用選考に必要なのは、その人の適
性と能力です。

「公正な採用選考」の基本

１ 応募者に広く門戸を開くこと
２ 本人のもつ適性・能力に基づ
いた採用基準とすること

※ 「人を人として見る」、すなわち、応募者
の基本的人権を尊重することも大切です。

建築物等の解体・改修工事の

石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします

システムでできること(一例)

新規申請 電子申請をおこなう

資料作成 申請情報の活用

一括申請 まとめて申請する

下書き保存 テンプレートをつくる

パソコン・スマートフォンをつかって、事前調査結果の報告を、労働基準監督
署・自治体の窓口に出向くことなく一度の操作で行うことができます。
申請途中で一時保存するだけでなく、保存済み申請情報のよく使う項目(元方(元
請)事業者、請負事業者)をコピーして、新規申請の作成ができます。

「プライムアカウント(ＧビズＩＤ)」を取得していただくと、Excelを用いて複数
の工事を一括でシステムに入力し、報告することも可能です。

システムに入力したデータを活用して、事前調査結果の掲示用資料等を作成する
ことができます。



□ 職場における感染防止対策
□ 改正労働基準法の説明
□ 感染防止に役立つ制度の導入例
□ 注目される働き方

テレワーク／副業・兼業
□ 働き方改革のすすめ方

【受講対象者】事業主 / 人事労務担当者向け
【参 加 費 用】無料(事前申込不要)

ぎふの「新しい働き方」
オンラインセミナー

令和3年
10月1日から

岐阜県最低賃金

８８０円時間額

28円上がりましたよ！最低賃金制度の
マスコット
チェックマん 岐阜労働局賃金室☎058-245-8104

最低賃金に関する
特設サイト

最低賃金の件名 最低賃金額
（時間額） 改正発効日

岐阜県最低賃金 ８８０円
令和３年
10月１日

岐阜県電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器
具製造業最低賃金

９０７円
令和３年
12月21日

岐阜県自動車・同附属品製
造業最低賃金 ９５１円

岐阜県航空機・同附属品製
造業最低賃金 ９７１円

令和２年
12月21日

（現行どおり）

雇用保険関係の手続きは
電子申請が便利です！

☆24時間365日いつでも

申請可能！

★オフィスや出先のＰＣなど

どこからでも申請ができます！

☆移動時間・交通費・郵送費などの
コスト削減！

YouTube
岐阜労働局【公式】

岐阜労働局、労働基
準監督署、ハローワー
クによる説明会等の動
画を配信しています。

(働き方改革、ハラスメント、新卒応援ハローワーク等)

改正育児・介護休業法が
令和４年４月１日から段階的に施行されます

１柔軟な育児休業の枠組みの創設
【Ｒ４.１０.１施行】

２個別の周知・意向確認の措置の
義務付け【Ｒ４.４.１施行】
３育児休業の分割取得【Ｒ４.１０.１施行】

４取得の状況の公表の義務付け【Ｒ５.４.１施行】

５取得要件の緩和【Ｒ４.４.１施行】

「業務改善助成金
特例コース」

業務改善計画において計
上された経費(広告宣伝費、
汎用事務機器、事務室の拡
大、机・椅子の増設など)に
ついても助成対象として拡
充されました。

拡充

策定、届出、情報公表は
お済みですか？

常時雇用する労働者数１０１人以上の
事業主の皆さまへ

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画の

令和４年４月１日から女性活
躍推進法に基づく一般事業主行
動計画の策定、労働局への届出、
情報公表が義務化されます。


